
●地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する

特別措置法の概要（平成１７年法律第７９号（平成１７年８月１日施行予定））

国土交通大臣による基本方針の策定

地方公共団体による地域住宅計画の作成

地域住宅協議会

福祉との連携・子育て支援

地域の住まいづくり支援

○まちなか居住の推進
（中心市街地活性化等）

民間住宅等の居住機能の向上

社会経済情勢の変化に伴い、地域における住宅に対する多様な需要に的確に対応する
ため、国土交通大臣による基本方針の策定、地域住宅計画に基づく公的賃貸住宅等の整
備等に関する事業又は事務に充てるための交付金制度の創設等所要の措置を講ずる。

○公的賃貸住宅等と社会福祉施設等（デイサービスセンター・保育所等）の
一体的整備

○住まいに関する
相談・情報提供

○密集市街地の整備
（生活道路、広場等）

筋交い

構造用
合板

○民間住宅の耐震改修

商業施設・保育所と一体と
なった特定優良賃貸住宅

＊ 公的賃貸住宅等：公営住宅、特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅等
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地域における多様な住宅ニーズに的確に対応した
公的賃貸住宅等の供給と良好な居住環境を実現

○地方定住の推進
(地域の活力向上）

○公的賃貸住宅等の
立地を活かした魅力
ある地域づくり

等

○民間住宅のバリア
フリー化支援

○地域コミュニティ
センターの整備

等
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「地域住宅交付
金」

○地方の自主性
と創意工夫

→ 地方独自の提
案に基づく事業も
交付対象

○使い勝手の向上

→ 個別事業毎で
はなく、計画に対し
一括交付

○事前審査から
事後評価へ

→ 地方が自ら設定
した目標等をもと
に効果を客観的
に評価
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